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認知症社会への対応に関する要望書 

 

 

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）により省庁横断的な取組が進められてお

りますが、この方向をさらに力強く推し進めていくため、認知症の医療・介護等に関わる関

係団体の連名で、別紙のとおり要望致します。 

 

  



※（ ）は、現在最終確認中の団体 
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認知症社会への対応に関する要望書 
 
 

認知症への対応は、今や単なる一つの疾患対策の域を超えて、「認知症と向き合い

どのような社会を構築していくべきか」という課題を我々に提示している。 

 

いわゆる団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年には、６５歳以上の５人に１

人が認知症となるほか、これと同じくらいの人数が認知症の予備群である軽度認知

障害（ＭＣＩ）となり、その３分の１以上が数年以内に認知症に移行すると見込まれ

る。認知症はまさに超高齢社会の新たな国民病であり、生涯罹患率は約５５％、孫か

ら見て両親と４人の祖父母の誰か一人が認知症になる確率は９９％を超えることと

なる。 

 

認知症の人やそのご家族の地域生活を支えるためには、医療・介護等の連携が不

可欠である。我々をはじめとして認知症の医療・介護等に関わる関係団体が一堂に

会した認知症医療介護推進会議では、早期発見、診断、治療、ケアに至る各段階で

の認知症の人のニーズやご家族など介護者の負担等を念頭に、さらに推進していく

べき施策について、医療、介護の「連携推進」とロボットの開発や ICTの活用、創

薬等の「技術革新」に焦点を当てて議論を行い、本年２月提言を取りまとめた。 

 当事者目線で見た、早期発見、診断、治療、ケアに至る各段階における、認知症医

療介護の連携強化は、喫緊の課題である。 

さらに、認知症は、自動車の運転の問題、行方不明となってしまう方の見守りや保

護の問題、詐欺などの消費者被害の問題、いわゆる老老介護・認認介護による介護の

限界が引き起こす不幸な事件の問題、災害時の認知症の人への支援の問題、子育て

と介護の板挟みによる介護離職の問題など、今や医療・介護等を超えて広く社会全

体の問題となっている。これら多くの問題を解消するには、一刻も早く認知症の予

防法や根本治療法を開発し認知症の発症を減らすために国家的研究投資を充実させ

る必要がある。それとともに、認知症とうまく付き合うことができる社会を構築す

ることも重要であり、そのためには認知症の人やそのご家族の声を適切に反映させ

ていくことが不可欠である。 

 

政府は認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）により省庁横断的な取組や

認知症の人やそのご家族の視点の重視を掲げているが、昨今、「認知症施策推進基本

法」（仮称）の制定が提言されるなど、この方向をさらに力強く推し進めていくため

に、新しい一歩を踏み出すことが求められている。認知症とともに生きる本人・家

族・国民すべてが共生する社会（認知症社会）に対応していくための基本的な法的枠

組みを構築し、厚生労働省が法的な位置付けとそれを担うに足る組織体制をもって、

司令塔機能をしっかりと担い、政府一丸となって施策を推進していくことを求める

ものである。 


